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令和３年度 

第４回 

宮崎地方最低賃金審議会 

 

 

 

 

 

宮 崎 労 働 局 

 

 

 

 

 
開催日時 令和３年８月 26 日(木) 午前 10：00～ 

開催場所 宮崎合同庁舎２階 共用大会議室
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会  次  第 

 

１ 異議申出に関する審議について 

 

 

２ 検討小委員会報告について 

 

 

３ 特定(産業別)最低賃金の改正について 

 

 

４ その他
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労働協
約・労使
協定等

機関決定 合意署名
合計
〔Ｂ〕

人 人 人 人

2,750 1,014 1,014 36.9% 適 金額改正

(178) (68) (68)

人 人 人 人

8,850 352 3,588 3,940 44.5% 適 金額改正

(81) (2) (11) (13)

人 人 人 人

4,750 2,676 2,676 56.3% 適 金額改正

(75) (1) (1)

人 人 人 人

2,490 1,297 1,297 52.1% 適 金額改正

(47) (4) (4)

※　（　）内は事業所数または労組数

宮崎県各種商品小売
業最低賃金

令和3年6月29日
宮崎県小売産業別最賃労組連絡会
代表幹事　　西　広継

宮崎県部分肉・冷凍
肉、肉加工品、処理
牛乳・乳飲料、乳製
品製造業最低賃金

令和3年6月30日
日本食品関連産業労働組合連合会
宮崎地区協議会
議長　　鬼束　賢一

宮崎県自動車（新
車）小売業最低賃金 令和3年6月30日

自動車総連宮崎地方協議会
販売部門連絡会
議長（委員長）　今村　彰博

宮崎県電子部品・デ
バイス・電子回路、
電気機械器具、情報
通信機械器具製造業
最低賃金

令和3年6月24日

全日本電機・電子・情報関連産業
労働組合連合会
宮崎地域懇談会
代表　　秋山　邦光

令和３年度特定（産業別）最低賃金改正申出に関する要件審査結果

令和3年7月14日

名 称 申出年月日 申 出 者
適用

労働者数
〔Ａ〕

合意のあった労働者数

比率 審査結果 申出内容





 

令和３年８月 26 日 

 

宮崎地方最低賃金審議会 

会長 松岡 優子 殿 

 

 

宮崎地方最低賃金審議会 

産業別最低賃金検討小委員会 

座長 橋口 剛和 

 

 

特定（産業別）最低賃金の改正決定の必要性の有無について（報告） 

 

当小委員会は、令和３年７月 27 日宮崎地方最低賃金審議会において付託さ

れた標記について、慎重に審議を重ねた結果、下記の特定（産業別）最低賃金

について改正決定することを必要と認めるとの結論に達したので報告する。 

なお、本件の審議に当たった当小委員会の委員は、別紙のとおりである。 

 

記 

 

 

１ 宮崎県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器

具製造業最低賃金 

 

２ 宮崎県自動車（新車）小売業最低賃金 

  



 

令和３年８月 26 日 

 

宮崎地方最低賃金審議会 

会長 松岡 優子 殿 

 

 

宮崎地方最低賃金審議会 

産業別最低賃金検討小委員会 

座長 橋口 剛和 

 

 

特定（産業別）最低賃金の改正決定の必要性の有無について（報告） 

 

当小委員会は、令和３年７月 27 日宮崎地方最低賃金審議会において付託さ

れた標記について、慎重に審議を重ねた結果、下記の特定（産業別）最低賃金

について改正決定する必要性はないとの結論に達したので報告する。 

なお、本件の審議に当たった当小委員会の委員は、別紙のとおりである。 

 

記 

 

１ 宮崎県部分肉・冷凍肉、肉加工品、処理牛乳・乳飲料、乳製品製造業最

低賃金 

 

２ 宮崎県各種商品小売業最低賃金 

 




